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国と地方の協議の場（平成 24 年度第３回） 議事録 

 

 

１ 開催日時：平成 25 年 1 月 15 日（火） 14：45～15：23 

２ 場所：内閣総理大臣官邸４階大会議室 

３ 出席者： 

  内閣総理大臣 安倍 晋三（冒頭挨拶） 

  副総理兼財務大臣 麻生 太郎 

  内閣官房長官 菅 義偉（議長） 

  総務大臣兼内閣府特命担当大臣（地方分権改革） 新藤 義孝（議長代行） 

  内閣府特命担当大臣（経済財政政策） 甘利 明（臨時議員） 

全国知事会会長 山田 啓二（副議長） 

  全国都道府県議会議長会副会長 林 正夫 

  全国市長会会長 森 民夫 

  全国市議会議長会会長 関谷 博 

  全国町村会会長 藤原 忠彦 

  全国町村議会議長会会長 髙橋 正 

  内閣官房副長官 加藤 勝信（陪席） 

  内閣官房副長官 世耕 弘成（陪席） 

  内閣官房副長官 杉田 和博（陪席） 

  内閣府副大臣 坂本 哲志（陪席） 

  内閣府大臣政務官 北村 茂男（陪席） 

４ 協議事項： 

 ○経済対策について 

 〇平成 25 年度予算編成及び地方財政対策について 

 

 

〇挨拶等 

（北村内閣府大臣政務官） 議長の御指示によりまして、議事進行を務めま

す内閣府大臣政務官の北村です。どうぞよろしくお願いをいたします。 

   ただ今から、「国と地方の協議の場」を開催いたします。本日は大変お

忙しい中、御参集いただき、誠にありがとうございます。 

 本日の協議事項は、「経済対策について」と「平成25年度予算編成及び地

方財政対策について」であります。甘利内閣府特命担当大臣（経済財政政策）

に臨時議員として御出席いただいております。 

 本日は、安倍内閣総理大臣に御出席いただいておりますので、まず始めに、
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安倍内閣総理大臣から御挨拶をいただきたいと思います。 

（安倍内閣総理大臣） 今回は、安倍内閣として第１回目の「国と地方の協

議の場」であります。安倍内閣においては、地方に関わる重要政策課題に

ついて、地方と連携して施策を進めていくため、この「国と地方の協議の

場」を活用していきたいと考えています。 

   日本にとって喫緊の課題は、経済の再生であります。強い経済を取り戻

していかなければなりません。残念ながら、民主党政権時代の経済政策に

よって、経済は萎縮し、地方は疲弊してしまいました。安倍内閣では、地

方が活力を取り戻し、成長していくために投資をしていきます。そのこと

によって日本全体が成長していくと確信しております。 

   私は経済再生に向けてロケットスタートを切るという決意の下、「日本

経済再生本部」を立ち上げ、「経済財政諮問会議」も再起動いたしました。

そして先般、「緊急経済対策」を決定し、補正予算の編成作業も大詰めを

迎えています。さらに、来年度予算編成や税制改正作業も早急に進めてい

るところであります。皆様にも御協力をいただき、スピード感を持って経

済を再生していきたいと考えています。 

   本日は、「経済対策」と「平成25年度予算編成及び地方財政対策」の２

つのテーマについて協議をいただくことになっております。地方の立場か

ら忌憚
たん

のない御意見をいただき、実りある協議としたいと思いますので、

どうぞ皆様よろしくお願いを申し上げます。 

（北村内閣府大臣政務官） 続きまして、山田全国知事会会長から御挨拶を

いただきたいと思います。 

（山田全国知事会会長） 安倍内閣総理大臣の御出席の下に、まず、こうし

て「国と地方の協議の場」を開催していただきまして、心からお礼を申し

上げます。こうした第１回の「国と地方の協議の場」に総理自らが御出席

いただけるということは、地方を大変重視をしていただいているというこ

とで、心からお礼を申し上げます。 

   同時に、新政権の発足後、直ちに「緊急経済対策」を取りまとめていた

だき、スピード感を持って経済再生に向かって行動していただいているこ

とに対しまして、地方としても心からお礼を申し上げます。 

   この間、やはり地域の疲弊がかなり厳しい状況に来ております。また、

先行きに明かりの無い状況の中で、地域自身が希望を失っていた時代であ

りました。それだけに今回、経済再生、日本再生に向かって力強いスター

トを切られたことを心から歓迎申し上げるとともに、やはり地域が元気に

ならなければ日本全体は元気にならないと思いますので、そうした中で私

どもも地域の実情に応じた地域経済の再生に全力を尽くしてまいります。
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国・地方を通じた日本再生に向かって歩みを進めるよう、我々も全力を挙

げていきたいと思います。 

   今、経済の再生が第一というお話がありましたので、特にこの点につい

て、これから経済対策、そして平成25年度の予算、地財対策についても、

その点から十分な配慮をお願い申し上げます。経済が元気になり、所得が

上がってくるということを地域も期待をしておりますので、給与が下がる

話だけはしていただかないことが本当はありがたいということを少し申し

上げて、私のお礼と、そして、この「国と地方の協議の場」に臨む御挨拶

とさせていただきたいと思います。よろしくお願い申し上げます。 

（北村内閣府大臣政務官） ありがとうございました。 

（報道関係者退室） 

（北村内閣府大臣政務官） それでは、時間も限られておりますので、早速

議事に入りたいと思います。安倍内閣総理大臣は次の公務の関係で、ここ

で退席をされます。ありがとうございました。 

（安倍内閣総理大臣退室） 

 

 

 〇協議事項（経済対策）について 

（北村内閣府大臣政務官） それでは、協議事項に進ませていただきたいと

思います。 

   まず、「経済対策について」、地方側から御発言をお願いいたします。 

（山田全国知事会会長） 経済対策について本当に迅速な決定をいただきま

して、ありがとうございます。特にその中において、地域の元気臨時交付

金1.4兆円を創設していただくということで、地方にとりましては、これは

何よりの話でありまして、改めて麻生副総理兼財務大臣を始め、新藤総務

大臣兼内閣府特命担当大臣（地方分権改革）及び関係の皆様に対して、心

からお礼を申し上げます。 

   この件で１つだけ申し上げますと、今、こうした形でどんどん動いてい

ただいているのですが、かなり早めに動いている省庁と、この経済対策を

どうやって実行に移すのかという詳細を詰めるために自らの中に抱え込ん

でしまっている省庁と、正直言って２つに分かれてしまっております。こ

の経済対策を効果あらしめるためには、省庁で抱え込まず、地域の裁量に

できるだけ任せるよう、できる限り早く地域の実情に合った形で地域に下

ろしていただかないと、せっかくの経済対策が効果を発揮しません。例え

ば、耐震などにおいても、公共投資なのか、それとも補助金にするのか、

こうした問題について、まだ検討しているだけで何ら返事がない省庁が結
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構あります。そうした点において、できる限り地方の現場で早期に実行が

できる体制を取られますことを、まずお願い申し上げます。 

（北村内閣府大臣政務官） ほかにありますか。 

   それでは、森全国市長会会長、どうぞ。 

（森全国市長会会長） 今、山田会長が申し上げたとおり感謝申し上げます。

全力を挙げて、長岡市で20兆円のうち１兆円ぐらい使う覚悟でやらせてい

ただきたいと思います。 

（北村内閣府大臣政務官） 藤原全国町村会会長、どうぞ。 

（藤原全国町村会会長） 地方支援の交付金については、ありがとうござい

ます。財政力の弱い団体に特に御配慮をお願いしたいと思います。また、

経済対策で「攻めの農林水産業」として１兆円を超える予算を確保してい

ただき、感謝します。よろしくお願いします。以上です。 

（北村内閣府大臣政務官） 地方側からお三方御発言がありましたが、それ

では、意見交換に移りたいと思います。御意見等ありますか。 

   甘利大臣、どうぞ。 

（甘利内閣府特命担当大臣（経済財政政策）） 先般の緊急経済対策の概要

を説明させていただきます。 

   先週11日に「緊急経済対策」を閣議決定いたしました。目下の我が国の

経済が直面する課題は３点あります。１点目として復興のスピードアップ

と防災の強化、２点目として円高デフレからの脱却、そして３点目として

成長力の強化、この３つであると考えております。これらの課題を踏まえ

て作成したこの対策は、大胆な金融政策、機動的な財政政策、そして民間

投資を喚起する成長戦略、この三本の矢を一体的かつ強力に実行して、経

済再生、そして復興などを実現する政策パッケージの第一弾であります。 

   内容はお手元の資料を御覧いただければと思っていますが、復興・防災

対策、成長による富の創出、そして暮らしの安心・地域活性化、この３つ

を重点分野として、具体的な施策を盛り込んでおります。また、潜在力の

発揮を可能とする規制改革の体制整備であるとか、為替市場の安定に資す

る施策についても盛り込んでおります。 

   本対策の規模は、経済対策を伴う国の財政支出、いわゆる真水といたし

ましては国費10.3兆円程度でありまして、事業規模で言いますと20.2兆円

程度であります。対策の予算措置による経済効果を現時点で概算しますと、

実質ＧＤＰ押し上げ効果はおおむね２％程度、そして雇用創出効果は60万

人程度と見込まれるところであります。早急に平成24年度補正予算を編成

して、本対策を実行に移していきます。引き続きスピード感と実行力を持

って、間断なく政策を実行、実施していきます。以上です。 
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（北村内閣府大臣政務官） ありがとうございました。 

   余り時間もありませんので、次の「平成25年度予算編成及び地方財政対

策について」に移らせていただきたいと思います。 

   まず、麻生副総理から、御発言をお願いいたしたいと思います。 

 

 

 〇協議事項（平成25年度予算編成及び地方財政対策）について 

（麻生副総理兼財務大臣） それでは、平成25年度の予算編成についてであ

るが、これは補正ではなく、平成25年度予算についてである。本予算の編

成に当たりまして、自由民主党としては中期的には財政健全化ということ

をうたっていることを踏まえ、いわゆる日本経済の再生の原点の一つとし

て考えていることから、中身を必然的に重点化しなければならないと思っ

ております。 

   したがって、メリハリのついた予算というものを編成するということに

なりますので、それぞれの歳出分野の課題に各省ごとに取り組んでいただ

きたいということ、今までの民主党の予算を自民党もそのまま継続するな

どということはできませんということを各府省には申し伝えてある。特に

総務省に対しては、地方財政の課題は何と言っても給与の削減であると伝

えている。7.8％の削減を国家公務員の方が既に履行しておりますので、こ

れにより国家公務員と地方公務員との給与水準が今ラスパイレス指数で

106.9％ぐらいになっていると思う。地方交付税を国民の税金で保障してい

るという立場に立つと、地方公務員の給与だけなぜ高いのかということに

なり、なかなか国民の理解を得られるところではありません。誠に大変だ

ろうとは思いますが、平成25年度の予算から反映させていただくことにな

ろうと思いますので、是非お願いを申し上げます。 

   また、今回の補正予算で1.4兆円を地域の元気臨時交付金として計上する

など最大級の配慮をしているところであります。元気臨時交付金というネ

ーミングは新藤大臣が考えましたが、自分だけ元気になっても駄目で、み

んなでその話をバックアップしているところでありますので、1.4兆円が元

気臨時交付金として地方に配られることになろうと思います。御案内のと

おり、国からの交付税として全国で6,000億円ぐらいを削減させていただく

ことになります。その分は1.4兆という元気臨時交付金を計上しており、い

ろいろ知恵が要るところであるとは思いますが、是非その点を頭に入れて

いただきたい。先般の選挙で自由民主党としてもこれを公約に掲げてきた

こともありますので、いろいろ組合との交渉等々あろうかと思いますが、

よろしく申し上げておきたい。 
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（北村内閣府大臣政務官） ありがとうございました。 

   続いて、地方側議員から御発言をいただきたいと思います。 

   山田会長、どうぞ。 

（山田全国知事会会長） 今お話がありました中で、私どももやはりきちっ

とした形で財政健全化には協力をしていかなければならないと考えており、

地方公務員の給与についても、いろいろなもので適正化を図っていかなけ

ればならないと考えております。しかし、その中で幾つか麻生副総理にお

聞きしたいところもありますし、また、我々の考えを述べていかなければ

ならない点があります。 

まず、１点目といたしましては、確かに今はラスパイレス指数については

この２年間7.8％の削減を国がされましたので差がついていますが、それま

で我々地方は逆に大変な努力をしてきました。10年間で２兆円近い削減をし

ています。そして、その間、国の６倍ぐらいの定数削減を行ってきました。

国の方の定数削減は、正直言いましてほとんどが独立行政法人化によって大

学等が抜け出た部分でありまして、実質は３％ぐらいしか行われていません。

地方はそれに対しまして19％ぐらいやってきているという現実がありまし

て、国はこの２年間で7.8％の給与削減を行ったから地方は給与が高いと言

われるのは、我々からすると納得できないところがあります。今までどれだ

け行革の努力を積み上げてきたのかということについて評価をしていただ

いて、その上でどう判断されるのかという点を是非ともお話ししていただけ

ればありがたいと思います。 

   ２点目としては、国の7.8％の給与カットというのは、東日本大震災を受

けて、その費用のために特別にカットをするということでありました。一

方、今度地方がカットするときに、どういう名目でカットをしていくのか、

この点については我々も労使交渉をやっていかなければならない立場であ

り、こういう形でやっていくのだから我慢して欲しいというお話を我々は

していかなければなりません。単に国の方の財政が苦しいから地方も削減

して欲しいと言われてしまうのでは、我々としてもとても交渉ができるも

のではありません。そうした点でどういう理由でカットをしていくのか。 

   また、差がつくというお話でありましたが、実はまだラスパイレス指数

の正式なものは出ておりません。ただ、平成24年、25年にラスパイレス指

数で差がつくのは確かに事実であると思っております。しかし、国はとり

あえず２年の措置で行っておりますから、平成26年には差はなくなるどこ

ろか、地方の方が低くなることが推測されるわけであります。ついては、

大臣は１年間だけ下げろというお考えなのでしょうか。国と地方で現在差

がついているのが問題であるというお話だったらそうなると思いますが、
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その点はどのようにお考えになっているのでしょうか。 

   最後に、私どもは今、御存じのように、景気対策も含めて平成25年度の

予算編成にかかってきております。既にほとんどのところが予算編成の半

ばを終えているところでありまして、国の方も国家公務員の削減におきま

しては、かなり労使交渉を重ねてこられて、このようないろいろな状況の

中で例えば自衛隊とかそうした方々については、２年ではなくて１年半で

終えるとか、そういうことで決着をされたという経緯があります。我々も

これからの情勢を受けて最終的に協議をしながらやっていくにしても、当

初予算から反映させるというのはとても乱暴な話でできるものではありま

せん。そうした点についても、どのようにお考えなのかお聞かせいただけ

ればありがたいと思います。 

（麻生副総理兼財務大臣） 今からでは遅いという話は、それは対応が遅か

ったという話であって、元々平成25年度の労働組合との給与交渉をされる

のは、もっと早い時期からされておくべきところであり、何となく民主党

政権がこのまま続くだろうからうまくいくのではないかと思ったのがそも

そも判断の間違いだったのではないのかと思います。 

   国は7.8％の給与カットを行っているのだから地方も行うことになるだ

ろうと思う方が経営者として当然であると思っていますので、今からでは

できないという話はとてものめるところではないと思っています。それが

１点です。 

   今後どうやっていくかは、やはりラスパイレス指数を見る必要がありま

す。今回、もはやラスパイレス指数で100を切るのは多分岡山県、北海道、

鳥取県あたりだと思いますが、このように実際行っているところが既にあ

るという現実を踏まえたときに、努力している県、努力していない県、あ

の県に行けば給与が高くてこの県に行けば給与が低いというのは、それな

りの理屈がないときちっと成り立たないのではないですか。 

   そういった意味では、理屈を言い合ったら幾らでも出てきますが、我々

としても1.4兆円という元気臨時交付金を創設することで、地方の中小の県

に対してそれなりの配慮をしているつもりでもあります。そういった意味

では、給与カットの代替に1.4兆円をきちんと補正予算で計上すると申し上

げておりますので、そういったものも足し引き計算していただきたい。こ

ちらは1.4兆円の元気臨時交付金を創設するので、その意味では約6,000億

円の地方交付税削減に対しましても御協力をいただきたい。無理に削減を

お願いしているのではなくて、国とほぼ同じようなレベルに合わせていた

だかないと、なかなか国民の理解は得にくいということを申し上げている

つもりであります。 
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（北村内閣府大臣政務官） 地方側から、森会長、どうぞ。 

（森全国市長会会長） 我々全国市長会で、この報道が出ましてからいろい

ろ意見交換をしていますが、基本的には地方は継続的に行財政改革の努力

をしてきた。国はむしろ恒久的な措置については地方に遅れを取っている

にも関わらず、２年間の短期の措置を行うだけ地方公務員も給与額を合わ

せろというのは土俵が違うのではないか。市町村の職員数は平成16～23年

で13％減っているし、総人件費は９％減です。長岡市に至っては、職員数

は3,000人から2,500人で500人減らしています。16％の減、総人件費も16％

減らしています。そのところの土俵が全然合っていなくて、臨時措置を行

うだけで地方公務員の給与が高いとおっしゃっているのは納得できないと

いうのが意見の大半であります。 

   恒久的な措置を見据えた中長期的な国家公務員と地方公務員の給与をど

うしていくかというようなことであれば、それは同じ土俵に乗れると思い

ますが、そもそもマニフェストには人件費と書かれてあって給与とは書か

れていません。人件費というのは定数も入った話であると思いますので、

地方の行革努力をきちんと評価していただきたいというのが私の思いであ

ります。 

（藤原全国町村会会長） 全国知事会、全国市長会と全国町村会は意見が同

じです。町村職員の給与は長期にわたって国を大きく下回っており、現実

に95程度のラスパイレス指数であります。給与の独自カットや定数削減な

ど大変厳しい行革をやってきており、そういう町村も含め、公務員給与の

削減と関連して交付税を一律に削減することには、どうしても納得がいか

ないのです。もう少し良い知恵がないか考えていただければと思います。 

（北村内閣府大臣政務官） 麻生副総理、どうぞ。 

（麻生副総理兼財務大臣） 今、言われたそれぞれの団体の話について、私

どもとして十分に納得できるところもあるし、組合との交渉というのは、

元々私は炭鉱屋で、労働組合との団体交渉ばかりやってきたからよく認識

しています。私たちの場合は、ネクタイ、背広をしている人とやってきた

わけではないから、その意味では団体交渉も大変であるのはよく分かりま

すが、また、今申し上げてきたように、努力しているところ、努力してい

ないところにいろいろ差があることもよく分かります。しかし、全体とし

て見るのが財務省の立場ですので、私どもとしては、今のところマクロ的

に見るならこのラスパイレス指数が最も適しており、その数字に基づいて

申し上げている。各市町村約1,800ありますが、その市町村についていろい

ろ差があるというのは間違いなく事実であり、その点の細かいところにつ

いてはいろいろ配慮する必要があるという御意見はもっともであるから、
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その点につきましては、総務省の方で配慮されていかなければいけないと

いうことになると思います。 

   全体としての指数しか私どもは申し上げられませんので、後の方の細目

につきましては総務省自治財政局と詰めていただいた方がよろしいかと思

います。おっしゃることはよく分かりますが、驚くほどすごい差があるの

です。 

（北村内閣府大臣政務官） 森会長、どうぞ。 

（森全国市長会会長） 先ほど全体としての努力で申し上げたのが職員数

13％減であります。これは全体の数値であります。 

（北村内閣府大臣政務官） 山田会長、どうぞ。 

（山田全国知事会会長） 先ほどの私の質問の中で１点だけ答えていただか

なかった点があるので申し上げます。国の給与削減は臨時特例措置ですの

で、平成25年で給与カットが終わり、また元の給与額に戻ります。新しい

措置を講じられるのであれば、またその時に御相談することになると思い

ますが、ということは、今年１年の措置として私たちは組合交渉をしろと

いうことでしょうか。 

（北村内閣府大臣政務官） それでは、新藤大臣、お願いいたします。 

（新藤総務大臣兼内閣府特命担当大臣（地方分権改革）） もろもろ皆様か

ら御意見をいただいております。まず、私は地方において行革の努力がさ

れてきたこと、そして独自の定員削減等々が行われてきたことは承知して

おりますし、評価をしっかりしたいと思っています。その上で、非常に難

しい問題であって、これから年度末を迎える中においてこういう話になっ

ていくわけですから、御苦労いただくことも承知しております。しかし、

政権与党の公約、政権の方針ということもありまして、私どもも地方の皆

様と話合いをしながら取組を進めさせていただきたい、これがまず総務省

のスタンスであります。 

   その上で、第一に実行不可能なことは求めようがありません。単にこれ

が地方の一般財源を削減するのみで終わる、こういったこともあってはな

らないと思っております。ですから、そういった意味でいろいろな工夫を

しなければならないだろうと思っております。 

   また、国家公務員の場合は、先ほど山田会長からお話がありましたよう

に、復興の財源に充てるということがあります。それでは、今回の地方の

皆様にお願いすることについてどういう意義をつくっていくのかというこ

とも、非常に重要な問題であると思っているのです。ですから、もろもろ

国民の理解を得るための努力というものをやらなければならないと思って

おります。 
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   最後の山田会長の御質問でありますが、当面、平成26年度からは、また

国の方においても新たな措置を考えます。今、平成24年度、平成25年度し

か決まっておりませんから、まずはそこの措置を考えていただきたいとい

うことと御理解いただいて構わないと思います。そして、平成26年度以降

につきましては、本来、国と地方が足並みをそろえて、そもそも決めると

きに国と地方が一致させておかなければいけなかった問題であると思うの

です。ですから、まず新年度につきまして、是非国と足並みをそろえてい

ただきたいと、これが政権としてのお願いでありますが、そもそも人事院

勧告を実施して、それに加えての処置でありますから、そこは是非御理解

をいただきたい。まず皆様としっかり話合いをして、総務省としては皆様

方の御意見を頂戴したいと思っております。 

（北村内閣府大臣政務官） ありがとうございました。 

（麻生副総理兼財務大臣） 来年になったらもう一回仕切り直しをするとい

うこと。 

（北村内閣府大臣政務官） 地方の側から、時間がありませんが、どうぞ。 

（山田全国知事会会長） 多分地方の総意として申し上げますと、先ほど申

し上げたように、国と地方との努力関係というものをしっかり見ていただ

きたいということがあります。それと同時に、そうした中で、本当に国・

地方について給与という問題をきちっと構造的に考えるべきではないでし

ょうか。人事院の勧告があり、そして我々も人事委員会の勧告というもの

を、法律的にきちっとした制度の中で実行していくという義務があります。

したがって、正に国と地方の関係の中で給与を決めていくと同時に、地方

の給与水準の中で決めていかなければならないというしっかりとした枠組

みがあります。 

   そうしたときに、政策的な理由でそれを削るとなりますと、よほど政策

的な理由をしっかりと詰めていく必要がある。その政策的な理由を明らか

にし、期限を明らかにし、そして、その中で国・地方を通じて必要な給与

の本来の在り方を決めていくのが筋ではないか。それが十分に議論されな

いまま交付税が削減をされていくということになってしまうと、交付税が

政策的に使われてしまいます。また、交付税の行かないところには全くそ

れは関係ない話になってしまうということで、大変努力をしたところも努

力をしていなかったところも同じというのではなくて、交付税をもらわな

ければならない財政力の弱いところだけ給与の削減をしなければならない

ということになってしまって、どうも本質的な問題ではなくなってしまう

のではないかということを心から危惧する次第であります。 

   そうした点、御賢察いただきまして、国・地方を通じて何が給与の適正
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水準なのか、その中でどうやって国と地方が経済再生のために歩みをそろ

えていくのかという点をしっかりと協議の場を通じて議論をして決めてい

くのが本筋ではないかということを申し上げたいと思います。 

（北村内閣府大臣政務官） 新藤大臣、どうぞ。 

（新藤総務大臣兼内閣府特命担当大臣（地方分権改革）） 今の山田会長の

問題提起は共有したいと思っております。まず第一に、今回の政策的な理

由というか、この目的、私たちは国の日本再生を行っていくのであり、そ

の意味において、国も地方も、これは公務員として、まずは国民の理解を

得られるような目的をしっかり意識しようではないかということが重要で

ある。国にできること、地方にできること、それぞれの役割についてここ

ではっきりと意義を打ち立てていきたいと思っております。 

 行革の努力が、言わば都市の経営、地方自治体の経営として地財計画、ま

た皆様方の財政に反映できるような工夫もすべきであると持論で思ってお

ります。もう少しそういったことの根本から考え直して、頑張ったところが

報われて、より良い経営ができる、そういう工夫ができないか、今、役所の

中で内部的な検討を始めております。そういったことはもろもろ行っていき

たいと思います。 

   しかし、今年度、今、補正予算を組んで必死でこの国を持ち上げようと

しています。続いて新年度の予算、ここで私たちはメリハリをつけて、つ

ぎ込むべきはつぎ込み、削るべきものは削り、国民の理解を得ながら、そ

して消費税という生活に大きな負担を与える、そういったものもお願いし

つつ日本を元気にしようとしているわけでありますから、是非地方の皆様

としっかり話合いをして、意義をきちんとつくれるようにしていきたいと

思っております。よろしく御理解のほどをお願いしたいです。 

（北村内閣府大臣政務官） ありがとうございました。まだまだ議論が尽き

ないところでありますが、時間の関係もありますので、ここで菅議長から

御発言をいただきたいと思います。 

（菅内閣官房長官） 今、地方の皆様から様々な御意見がありました。副総

理も私も総務大臣の経験者でありますから、皆様の思いというのは理解を

していると思っております。しかし、この厳しい状況の中、是非強い経済

を目指すため、予算の重点化を行っていきたいので、地方側の皆様に公務

員の給与削減について是非御協力をお願い申し上げたいと思います。しか

し、これについていろいろな御意見がありましたので、今後、総務大臣に

是非引き続いて地方の皆様との調整をお願いしたいと思います。こういう

ことでまとめさせていただきたいと思います。 

（北村内閣府大臣政務官） ありがとうございました。 
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   何かありますか。 

（新藤総務大臣兼内閣府特命担当大臣（地方分権改革）） ただ今、菅内閣

官房長官からも御要請いただきましたし、もとより私の所管の仕事であり

ますから、じっくりしっかり皆様の御意見を伺いながら、できる限り丁寧

にこの問題を調整させていただきたいと思いますので、よろしくお願いい

たします。 

（北村内閣府大臣政務官） ありがとうございました。 

   これで本日の協議事項についての議論は終了いたしました。 

   それでは、本日の協議事項に関して、菅議長からまとめの御発言をお願

いいたします。 

（菅内閣官房長官） 冒頭、総理の御発言がありましたように、是非この「国

と地方の協議の場」をこれからしっかりと充実したものにしていきたい。

このことを申し上げて、まず第１回目を終わらせていただきたいと思いま

す。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

（北村内閣府大臣政務官） ありがとうございました。 

   これをもちまして、本日の「国と地方の協議の場」を終了いたします。 

   なお、本日の協議内容については、私よりマスコミへのブリーフィング

を行いたいと思います。また後日、協議の概要を記載した報告書を作成し、

国会へ提出するとともに、これを公表いたします。議事録についても後日、

公表いたします。本日はどうもありがとうございました。 

以上 


